
お家にいてもリハビリしたい！

家族といっしょに元気に過ごしたい！

そんな方をサポートします！

ご利用料金表

☎0868-36-3390
〒708-1204　岡山県津山市日本原 352 番地　日本原病院 隣接

令和６年６月より

遊佐 まで

社会医療法人清風會
訪問リハビリ「お家リハ」担当

（ ゆさ ）

お問い合せ

ご質問は

こちら

要支援

その他の費用

交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求致します。

①片道１km ごとに 100 円　　②但し、上限 1,000 円とする。

サービス提供にあたり必要となる利用者の
居宅で使用する電気・ガス・水道の費用

利用者（お客様）のご負担となります。

基本料

訪問リハビリテーション費 298 円 １回につき

１回につき

１回につき　対象者のみ

１回につき　対象者のみ

1ヵ月に 1回　対象者のみ

各種加算

予防短期集中リハ加算 200 円

600 円 1200 円 1800 円

400 円
( 退院日または認定日から３ヶ月以内 )

１日につき

口腔連携強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

利用開始から 12 ケ月超

退院時共同指導加算

50 円

6 円

-30 円 -60 円 -90 円

596 円

100 円

12 円 18 円

600 円

894 円

150 円

１割 ２割 ３割

１割 ２割 ３割

備考

備考

要介護

基本料

訪問リハビリテーション費 308 円 １回につき

短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

リハビリテーションマネジメント加算(イ)

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

口腔連携強化加算

退院時共同指導加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

リハビリテーションマネジメント加算に係る
医師による説明

200 円

240 円

180 円

213 円

270 円

50 円

6 円 12 円 18 円

600 円 1200 円 1800 円

100 円 150 円

540 円 810 円

360 円

426 円

540 円

639 円

400 円

480 円

退院日または認定日から３ヶ月以内
１日につき

退院日または認定日から３ヶ月以内
１日につき

１ヵ月に１回いずれかを算定

１ヵ月に１回　対象者のみ

１回につき　対象者のみ

対象者のみイ・ロに加えて算定

616 円

600 円

720 円

924 円

交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求致します。

①片道１km ごとに 100 円　　②但し、上限 1,000 円とする。

サービス提供にあたり必要となる利用者の
居宅で使用する電気・ガス・水道の費用

利用者（お客様）のご負担となります。

１割 ２割 ３割 備考

備考各種加算

その他の費用

１割 ２割 ３割



ご自宅にセラピスト(理学療法士等、リハビリ

専門職)が訪問し、心身機能の維持および改善

や日常生活の維持・向上に必要なリハビリ

テーションをご自宅で行うサービスです。

実際の生活環境の中で、ご自身の生活スタイ

ルに沿ったリハビリテーションの提供や個々

の生活場面を考慮した介助方法の指導、福祉

機器や住宅改修などについてもアドバイスさ

せていただきます。

① ケアマネージャーにご相談ください。

② ケアマネージャーもしくはご本人から、かかりつけ医に紹介状の
　 作成をご依頼下さい。

③ ケアマネージャーによるケアプランの作成をします。

⑥ ご利用者様、ケアマネージャーと相談し、サービス開始日を決めます。

⑦ サービス利用開始となります。

お家でできる事を見つけて、

利用者さま、ご家族さまが

ずっと元気に生活できるよう

サポートさせていただきます！

●ご利用できる方…主治医の紹介状があり、訪問可能な地域にお住まいの方

訪問リハビリとは？

「お家リハ」の特長

「お家リハ」でできること

ご利用までの流れ

④ かかりつけの医師から「おとなの学校岡山校」のお家リハ担当医
　 へ「リハビリ紹介状」を書いていただきます。

⑤ お家リハ担当医がリハビリ診察　を行います。

●生活につながる機能訓練

・生活に必要な身体機能（関節の運動や筋力・体力など）を

　維持・向上できるように練習します。

●日常生活に必要な動作の練習

・起き上がりや立ち上がり、乗り移りなどの基本的な動きの練習

　を行います。

・家の中や外を歩いたり、階段などの練習を行います。

・食事や着替え、トイレ動作や入浴、家事等の練習を行います。

●介助方法の助言・指導

・起き上がりや立ち上がり、歩行やトイレ動作など、

　ご本人・ご家族が行いやすいように

　介助方法を助言したり練習します。

●福祉用具の選択　使い方の助言

・身体機能や環境にあわせて必要な福祉用具

　（例えば車椅子や杖など）を選択・助言します。

●住宅改修など住環境整備の相談・助言

・使いやすく、動きやすい住環境を整えるために、

　手すりの設置や段差の解消などの助言をします。

リハビリテーションを提供する際、かかりつけの

主治医を変更することなく、いままでかかっていた

主治医の先生にそのままお世話になることができます。

※主治医の先生からのリハビリ紹介状が必要です。

訪問リハご利用者様に、３ヶ月に１度お家リハ担当医

によるリハビリ診察を行わせていただきます。その際、

お家リハ担当医が往診 または、ご利用者様をおとなの

学校まで送迎させていただきますので、介護タクシーや

ご家族様による送迎は必要ありません。

主治医変更の

必要は

ありません！

３ヶ月に１度のリハビリ診察時には

お家リハ担当医が往診 または

おとなの学校までご利用者様を送迎

させていただきます！

XX-XX

※

※かかりつけの医師の診察とは別の、リハビリに関する診察です。

ご不明な点は

何でもお気軽に

お問い合せ

ください！


